様式第１号（第５条関係）
	南阿蘇村景観計画区域における行為の（※変更）届出書
年　　月　　日
（あて先）南阿蘇村長
届出者　住所
氏名
電話番号
南阿蘇村景観条例第7条の規定により、次のとおり届け出ます。

	行為の場所
	阿蘇郡南阿蘇村大字　　　　　　　　番地
	地目
	

	地域区分
	□ 景観形成地域　　　□ 特定施設届出地区
□ 大規模行為届出地区
	・ 該当する全ての区分に✓を付すこと。
・ 地域区分は裏面を参照のこと。
・ いずれにも該当しない場合には届出不要

	行為の期間
	着手予定　　　　　年　　月　　日　　　完了予定　　　　　年　　月　　日

	行　為　の　区　分
	種類又は用途
	新築
	増築
	改築
	移転
	外観
変更
※
	届出対象施設規模

	 建築物※
	
	
	
	
	
	
	延べ床面積10㎡超又は最高の高さ13ｍ超

	
	· 特定施設及び附帯施設※
	
	
	
	
	
	
	

	工作物※
	□ 柵、塀、擁壁及びこれに類するもの
	
	
	
	
	
	
	高さ1.5ｍ超

	
	□ 電気供給又は有線電気通信のための電線路又は空中線の支持物
	
	
	
	
	
	
	10ｍ超

	
	□ 地上設置型太陽光発電設備
	
	
	
	
	
	
	高さ1.5ｍ超又は
面積100㎡超

	
	□ その他の工作物
	
	
	
	
	
	
	裏面に該当する規模

	
	□ 工作物の設置用地
	
	1,000㎡超

	□ 木竹の伐採
	高さ10ｍ超かつ伐採面積500㎡超
森林経営計画に基づく伐採及び伐採後に植林を行うものは対象外。

	□ 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積
	高さ1.5ｍ超かつ水平投影面積100㎡超
外部から見通すことができない場所における物件の堆積、堆積場の用に供する土地の使用期間が90日を超えて継続しない場合の当該堆積場における物件の堆積を除く。

	□ 鉱物の採掘又は土石の採取
（右欄の該当する規模にを入れる）
	□ 当該行為の行われる土地の面積が500㎡を超え、かつ、高さが1.5ｍを超えるのり面又は擁壁を生ずる切土又は盛土を伴うもの

	
	□ 地形の外観の変更を伴う行為で、地形の外観の変更に係る土地の面積が3,000㎡を超えるもの

	
	□ 高さが５ｍを超え、かつ長さが10ｍを超えるのり面又は擁壁が生じるもの

	□ 土地の区画形質の変更
宅地の造成、土地の開墾及び水面の埋め立て又は干拓を含む。
	変更に係る土地の面積が500㎡を超え、かつ、高さが1.5ｍを超えるのり面又は擁壁を生ずる切土又は盛土を伴うもの

	□ 屋外における自動販売装置の設置
	

	留 意 事 項
	□ 裏面「建築物等の設置にあたっての留意事項」を確認してください。

	届出内容に係る照会先
	住所

	
	氏名
	電話番号

	
	メールアドレス

	
	照会、審査結果通知のメール配信の可否　　　　　□可　　□不可
※ 不可の場合には、審査結果通知を窓口で受け取るか、切手貼付済の返信用封筒を事前に提出する必要があります。

	その他の
参考事項
	



【事務局使用欄】
	他法令による地域、地区等の指定状況等
	受付年月日
	勧告又は変更命令の年月日

	
	
	


（裏面）

※備考
１　新規の届出については、表題の「（※変更）」を削除すること。
２　該当する建築物等がない場合や地盤面下又は水面下における行為は届出を要しない。
３　「建設物」及び「工作物」は、工事に必要な仮設を除く。
４　「特定施設及び附帯施設」は、下表地域区分における「特定施設届出地区」において該当する建築物等を指す。
５　「外観変更」は、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え並びに色彩の変更であり、当該変更にかかる部分の面積の合計が届出対象施設規模に該当する場合に届出の対象となる。
６　建築物等と一体となって設置する工作物は、建築物の高さとの合計の高さとする。
[bookmark: _Hlk112944464]７　本村は、全域が阿蘇くじゅう国立公園に含まれているため、各種行為の実施には、自然公園法に基づく許可申請や届出が必要になることから、必ず阿蘇くじゅう国立公園管理事務所に問い合わせること。

地域区分
	景観地域区分
	地　　域　　範　　囲

	景観形成地域
	南阿蘇村の阿蘇くじゅう国立公園の普通地域

	特定施設届出地区
	国道57号の大津町と南阿蘇村の境界から南阿蘇村と阿蘇市の境界までの範囲で、路端から両側20メートル以内の地域において、下表（特定施設及び附帯施設）に該当する施設を設置する場合。

	大規模行為届出地区
	南阿蘇村内で、別紙様式に記載する「大規模行為」に該当する規模の建築物や工作物等の設置、土地の造成等を行う場合



特定施設及び附帯施設（特定施設届出地区では規模にかかわらず届出を要する。）
	用　途
	例

	風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条に規定する営業を行うための施設
	パチンコ店、麻雀店、・ゲームセンター　等

	危険物の規制に関する政令（昭和34年政令第306号）第３条第１号に規定する給油取扱所（専ら自家用に供するものを除く。）
	ガソリンスタンド　等

	飲食店業を営むための施設
	レストラン、喫茶店　等

	物品販売業を営むための施設（当該施設で販売のための物品の陳列又は展示を行わないものを除く。）
	スーパーマーケット、専門店　等

	物品貸付業を営むための施設（当該施設で貸付けのための物品の陳列又は展示を行わないものを除く。）
	レンタルビデオショップ、貸自動車業　等

	旅館業法（昭和23年法律第138号）第２条第２項又は第３項に規定する営業を行うための施設
	ホテル、旅館　等

	カラオケボックス



その他の工作物
	高さ5ｍ超で次に該当するもの。
記念塔・電波塔・物見塔・その他これらに類するもの、煙突、高架水槽、鉄筋コンクリート造りの柱・金属製の柱又は合成樹脂製の柱、
高さ5ｍ超かつ築造面積10㎡超で次に該当するもの。
観覧車・飛行塔・コースター・ウォーターシュート・メリーゴーラウンド、その他これらに類する遊戯施設、アスファルトプラント・コンクリートプラント・クラッシャープラント・その他これらに類する製造施設、
石油・ガス・液化石油ガス、穀物、飼料等を貯蔵又は処理する施設、自動車車庫の用途に供する立体的な収納施設、⑤汚物処理施設・ごみ処理施設その他の処理施設



建築物等の設置にあたっての留意事項
・この景観条例に基づく届出の他に、森林法、農地法等に基づく届出や許認可が必要になる場合がある。
・住家や別荘等を設置する場合は、一般廃棄物（家庭用ごみ）の集積場所を確認すること。地域に設置されているごみステーションは管理者の承諾なしに使用できない場合がある。
・最寄りのごみステーションが利用できない場合には、南部中継基地（高森町）（下野地区は大阿蘇環境センター未来館（阿蘇市））へ持ち込むこと。
・建築物等の設置により生活排水等が生じる場合は、放流先の排出承諾を得ること。
